
■第３６回委員会の協議案件

技術的工夫等 相手方のメリット

1
2横断構
造物の変
更

跨道橋の
廃止

第
36
回

広島呉道路 坂北IC～呉IC
・地元自治会
・行政（市）

広島呉道路の4車線化工事にあたり、既設の跨
道橋が支障となるため、撤去後に架け替えを行
う計画としていたが、地元自治会・行政との協議
を行い、跨道橋を廃止する機能復旧計画で合意
を得たもの。

- -
・地元自治会
・行政（市）

－

【地元自治会】
・目的地付近まで車両乗
り入れが可能となる
（既設跨道橋は人道）
・跨道橋に隣接する側道
の機能性向上
【行政】
・跨道橋の維持管理が不
要

技術的工夫等 相手方のメリット

40
第
25
回

西名阪自動車道 大和郡山JCT
・地元
・道路管理者

・JCTの追加設置のため、歩車道分離のボック
スカルバートを検討し、供用中のボックスカル
バートの復旧について地元及び関係機関と協議
し、ボックスカルバートを統合した。

0.25 －
・地元との協議
・道路管理者との協
議

・長期にわたって協議されており認定はできると考えるが、他の要
因も含めた協議であることからαは標準よりも低いと考える。（委
員）

41
第
27
回

新東名高速道路
厚木南ＩＣ～伊
勢原北ＩＣ

・地元
・道路管理者

コスト縮減のため、県道上に計画された延長１０
０ｍを超える長大ボックスカルバートの廃止を検
討し、地元協議を実施

0.5 ― ―
・地元との協議
・道路管理者（県）と
の協議

県道の防犯上の優
位性や地域全体の
利便性が向上

・標準的

42
第
33
回

東北中央自動車道
相馬尾花沢線

南陽高畠IC～
山形上山IC

・地元
・道路管理者
（市）
・土地改良区

地元関係者と協議し、カルバートボックスを５基
⇒２基へ集約した

0.5 - -
・地元との協議
・道路管理者（県）と
の協議

・側道の規格変更
（砂利⇒アスファルト舗
装）
・側道の拡幅

側道の利便性向上
・カルバートボックス数を削減するため、協議に大変苦労されたこと
は十分理解できることから、会社の経営努力として認定して良いと
考える。

47
第
14
回

第二東海自動車道
横浜名古屋線

長泉沼津IC～
引佐JCT

・管理者（県）
・育種場の機能復旧として跨高速道路橋で協議
していたものを、取付道路に変更した。

0.5 － －
○育種場という特殊
な協議
×官官協議

・育種場という特殊な箇所で官庁との協議ではあるが、調整が難し
かったと思われる。

48
第
32
回

新東名高速道路
秦野IC
～
御殿場JCT

・地元
・道路管理者
（町）

コスト縮減を図るため、当該道路の利用形態に
着目し、道路管理者、地元と協議を行い、跨道
橋を利用しない機能補償道路へ変更

0.5 - -
・地元
・道路管理者（町）

・道路の利用形態に着目し機能補償道路をＯＶから土工に変更し、
自治体の将来の維持管理面の負担軽減に寄与した上でコスト縮減
したことは経営努力によるものであると考える。

協定区間

2横断構
造物の変

更

跨道橋の
廃止

番
号

内容の
分類

内容
委
員
会

路線名

③協議困難度
（相手・種類）

④追記事項（加点要素）
委員会での意見等

　【以下参考】

協議相手 変更の概要
貢献度
判定

①計画熟度 ②会社の主体性
番
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会

路線名

②会社の主体性
③協議困難度
（相手・種類）

④追記事項（加点要素）
委員会での意見等

ボックスカ
ルバート
の廃止

協定区間 協議相手 変更の概要
貢献度
判定

①計画熟度

参考資料３－２
















